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46, 334円    ¬, 970円 (冬季加算 :

従量電灯 A料金 :  実費

基本料金 (回線料): 500円      通話料

8,000円
10, 000円 ～ 56, 300円

軽費老人ホーム

ケアハウス砥部オ レンジ荘

TEL(089)962-7820
11月 ～3月 まで)

実費

対象収入による階層区分
本人からの費用徴収月額

特定施設 ケアハウス

1 1,500,000円 以下 10,000円 10,000円
2 1,500,001 円以」三 ～ 1,600,000円 13,000円 13,000円
3 1,600,001 円以上 ～ 1,700,000円 ¬6,000円 16,000円
4 1,700,001 円以上 ～ 1,800,000円 19,000円 ¶9,000円
5 1,800,001 円以」L ～ 1,900,000円 22,000円 22,000円
6 1,900,001 円以上 - 2,000,000円 25,000円 25,000円
7 2,000,001円 以上 ～ 2,100,000円 26,400円 30,000円

8 2,100,001円 以上 ～ 2,200,000円 26,400円 35,000円
9 2,200,001 円以上 - 2,300,000円 26,400円 40,000円
10 2,300,001 円以上 - 2,400,000円 26,400円 45,000円
11 2,400,001 円以上  ^ツ  2,500,000円 26, 400円 50,000円
12 2,500,001 円以_L - 2,600,000円 26,400円 56,300円
13 2,600,001 円以上 - 2,700,000円 26,400円 56,300円
14 2,700,001 円以上 - 2,800,000円 26,400円 56,300円
15 2,300,001 円以上 - 2,900,000円 26,400円 56,300円
16 2,900,001 円以上 ～ 3,000,000円 26,400円 56,300円
17 3,000,001 円以上 - 3,100,000円 26,400円 56,300円
18 3,100,001 円以上 26,400円 56,300円

※この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、介護保険料、医療費等の必

要経費を控除した後の収入をいう。

※夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の 2分の 1をそれぞれ個々

の対象収入とし、その額が 150万 円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費

用徴収については、上記表から 300/0減額した額を本人からの徴収額月額とする。この場合、100円未

満は切り捨てとする。

【その他の料金】

・教養娯楽

・食 事

・嗜 好 料

実

朝

刺

酒

生

紅

／

／

／

費

代

理

費をいただきます。

食 :170円  昼 食

身 (1皿):500円
(1合):250円

菓子 (1個 )i300円
茶 (1杯):100円

360円

ビール

ケーキ

コーヒー

アイス

夕 食

(1本 )

(1イ固)

(1杯 )

(1+回 )

300円

200円

350円

100円

100円

お気軽に御相談下さい。

上記利用料は R681よ り変更



特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

介護予防特定施設入居者生活介護

利用料金のご案内
◎  「特定施設入居者生活介護」及び 「介護予防入居者生活介護」の契約をされた場合、ケアハウス利用料

に加えてサービス利用料金が発生します。

◎ 事務費徴収月額については、それぞれ 「特定施設階層区分」が適用されます。

(サービス利用料金〉

下記の料金表によつて、ご契約者の要支援・要介護度に応 じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除

いた金額 (自 己負担額)をお支払い下さい。

①ご契約者の要介

護度とサービス

利用料金

②介護保険から

給付される金

額

③サービス利用に係る自己
負担額 (①―②)

1日 30日

介
護
予
防

要支援 1 1,830円 1,647円 183円 5,490円

要支援 2 3,130円 2,817円 313円 9,390円

特
定
施
設
入
居
者
生

'舌介
護

要介護 1 5,420円 4,878円 542円 16,260円

要介護 2 6,090円 5,481 円 609円 18,270円

要介護 3 6,790円 6,111円 679円 20,370円

要介護 4 7,440円 6,696円 744円 221320円

要介護 5 8,130円 7,317円 813円 24,390円

※ 介護予防特定施設入居者生活介護の契約者には「サービス利用に係る自己負担額」に、下記の金額が加算されま

す。

・介護職員等処遇改善加算 (I)(③ +各種力日算)X12.8% ・個別機能訂II練加算(I)1日 につき12円 (紺象者のみ)

・個別機能訂II練加算(Ⅱ )1日 につき20円 (対象者のみ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ )1月 につき :18円

・科学的介護推進体制加算  1月 につき :40円 日腔、栄養スクリーニング加算   1回 につき :20円 (6カ 月毎)

・協力医療機関連携力日算(I)1月 につき i100円 ・協力医療機関連携加算(Ⅱ )1月 につき :40円

※ 特定施設入居者生活介護の契約者には 「サービスに係る自己負担額」に、下記の金額が加算されます。

・介護職員等処遇改善力日算 (I)(③ +各種力日算)× 12.8% ・個別機能訓練加算(r)1日 1こ つき12円 (対象者のみ)

個別機能訂|1練加算(Ⅱ ) 1日 につき20円 (対象者のみ) ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ )1月 につき :18円

・退院・退所時連携加算  1日 につき i30円 (但 し入居後 30日 以内に限る)

・科学的介護推進体制加算  1月 につき :40円 ・口腔、栄養スクリーニング加算 (I)1回につき :20円 (6カ 月毎)

・協力医療機関連携力日算(I)1月 につき :100円 ・協力医療機関連携力日算(Ⅱ )1月 につき :40円

☆ご契約者が、要支援・要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦、お支払いいただきま

す。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます (償還払い)。 償還

払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行 うために必要となる事項を記載 した 「サービス提供証明書Jを 交付

します。

☆介護保険からの給付額に変更があつた場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

上記利用料は R6.6.1よ り変更


